
記入例①

工事名　　　　　　　　　　　　　　　　　 請負者名　　　　　　　　　　　　　　　　　

＜計画＞
取組内容（最大３件まで※）

（１件目）

（２件目）

（３件目）

（※各項目での複数評価はしない。）
・受注者は、この計画書を施工計画に添付し、工事監督員に提出してください。

ＡＩ活用試行工事　計画書

ＡＩ画像解析を用いた鉄筋出来形検査を実施し、作業効率化を図る。（施工関係）

ＡＩ画像解析を用いて、土の粒度を簡易判定し、盛土や埋戻しに適した材料であることを確認した上で
施工することで、品質向上を図る。（品質関係）

ＡＩ画像解析を用いて、熱中症リスクを事前に把握し、作業員の健康管理を行う。（安全衛生関係）

※　工事施工成績評定での評価は実施された取組みを「施工関係」「品質関係」「安全衛生関係」に
分類し、各項目で加点評価する。



様式２

記入例②

□ □ □

□ □ ☒ □ ☒ ☒ ☒ ☒

□ □ □ ☒ ☒ □

□

工事内容の変更の対象と □ しない
□

□

設計変更予定額 円（参考額）
□ しない

□ する。詳細及び設計変更については別途協議する。

□ □ □ □ □ します。

□

□ □ ☒ ☒ ☒ □

□

工　事　施　工　協　議　簿　（第 回）

発議者 発注者 工事監理 請負者 発議年月日 令和　　年　　月　　日

発議事項 指示 協議 通知 承諾 提出 報告 届出 確認

　なお、提案内容を変更して再提出は可能です。

添付図 その他添付図書

工事名

（内容）

「AI活用試行工事」の取組みの内容について、以下のとおり確認しました。

で評価しません。（１、２件目：〇〇〇ではない。３件目：▲▲▲ではない。）

（提案内容の全部が評価できない場合）

　「計画書」の提案内容を確認いたしましたが、３件とも実施しても請負工事成績採点表

処
 
 
 
 
理
 
・
 
回
 
 
 
 
答

発
 
 
注
 
 
者

上記について 指示 承諾 協議

【回答】

処理・回答日： 令和　　年　　月　　日

添付図 その他添付図書

通知 受理 その他（　　　　　）

回答予定日を設定します。

回答予定日 令和　　年　　月　　日

工
　
事
　
監
　
理

上記について 発注者 受注者 　へ 指示

【中間】 処理・回答日： 令和　　年　　月　　日 【最終】

確認 協議

回答予定日を設定します。（令和　　年　　月　　日）

【回答】

する。（※変更内容は事前着手可）詳細は別途指示する。

する。（※変更内容は事前着手不可）詳細は別途指示する。

着手可能な工事内容の全部

または一部を中止

【中間】 処理・回答日： 令和　　年　　月　　日 【最終】 処理・回答日： 令和　　年　　月　　日

添付図 その他添付図書

請
 
 
負
 
 
者

上記について 了解 協議 提出 報告

氏
名

発注者 工事監理 受注者

工事主任 主任監理者 主任技術者 主任（監理)技術者

（提案内容の全て評価できる場合）

　「計画書」の提案内容を確認いたしました。実施が確認された場合、請負工事成績採点表で

　　・２件目は実施しても、請負工事成績採点表で評価しません。（工事現場での取組み

　　ではない）

　「計画書」の提案内容を確認いたしました。

　　・１、３件目は実施が確認された場合、請負工事成績採点表で評価します。

評価します。

（提案内容の一部に評価できないものがあった場合）

現場代理人

添付図 その他添付図書

【中間】 処理・回答日： 令和　　年　　月　　日 【最終】 処理・回答日： 令和　　年　　月　　日

届出 その他（　　　　　）

回答予定日を設定します。（令和　　年　　月　　日）

【回答】



記入例③

工   事   名 ／

項        目 創意工夫 評価内容

提 案 内 容

１.説明資料は簡潔に作成するものとし、必要に応じて別葉とする。

ＡＩ活用試行工事　実施状況（説明資料）

施工関係・品質関係・安全衛生関係

「ＡＩ活用試行工事」の取組

（説　明）

AI画像解析を用いた鉄筋出来形を実施し、作業の効率化を図る。（施工関係）

（添付図）

　　　　AI鉄筋出来形システムによる出来形計測

・撮影画像から鉄筋間隔、鉄筋本数を自動計測し、帳票を自動作成することにより省力化を図った。

写 真



記入例④

５．創意工夫 □ 測量・位置出しにおける工夫

□ 現地調査方法の工夫

□ その他　理由：

詳細評価内容：

■施工関係 □ 施工に伴う器具･工具・装置類の工夫

□ 工場加工製品等の活用による副産物及び廃棄物の減少またはリサイクルに対する積極的な取組み

□ 土工事、地業工事、鉄骨建て方、コンクリート工事等の施工関係の工夫

□ 建築材料･機材等の運搬・搬入等を含む施工方法に工夫

□ 電気設備工事等の配線、配管等の工夫

□ 暖冷房衛生設備工事等の配管、ダクト等の工夫

□ 照明・視界確保等の工夫

□ 仮排水、仮道路、迂回路等の計画・施工の工夫

□ 運搬車両・施工機械等の工夫

□ 型枠、足場、山留め等の仮設関係の工夫

□ 施工管理及び品質向上等の工夫

□ プレハブ工法等の採用による工期短縮等の工夫

□ 仮設施工等の工夫

□ 既存施設・近隣等に対する騒音･振動対策等の工夫

□ 保全への配慮による材料選定・施工方法等の工夫

□ 作業の安全性向上のための施工方法等の工夫

☑ その他　理由： AI技術を活用した。

詳細評価内容：

□ 集計ソフト等の活用と工夫

□ 躯体工事の品質管理の工夫

□ 建築材料・機材の検査・試験に関する工夫

□ 施工の検査・試験に関する工夫

□ 品質記録方法の工夫

☑ その他　理由： AI技術を活用した。

詳細評価内容：

□ 安全仮設備等の工夫（落下物、墜落、転落、挟まれ、看板、立入禁止柵、手摺り、足場等）

□ 安全衛生教育、技術向上講習会等、ミーティング、安全パトロール等に関する工夫

□ 現場事務所、休憩所等の環境向上の工夫

□ 酸欠対策・有毒ガス・可燃ガスの処理または粉塵防止策や作業中の換気等の工夫

□ 周辺道路等の事故防止または一般交通確保等のための工夫

□ 改修工事における既存施設利用者等に対する安全対策の工夫

□ 作業時における作業環境改善等の工夫

□ ゴミの減量化、アイドリングストップの励行等の地球環境への工夫

☑ その他　理由： AI技術を活用した。

詳細評価内容：

□ 出来形の管理等に関する工夫

□ 施工計画書または写真記録等に関する工夫

□ 出来形・品質に関する計測等の工夫及び集計の工夫

□ CAD、施工管理ソフト等の活用

□ 施工合理化技術（※6）を活用した施工管理の工夫

□ その他　理由：

詳細評価内容：

＜新技術活用＞※新技術に関する下記５項目での加点は最大３点とする。

□
□
□
□
□

※ここで「有用とされる技術」とは、「公共工事等における新技術活用システム」実施要領で定める「活用促進技術」、「推奨技術」、「準推奨技術」、「評価促進技術」等をいう。

＜その他＞

□ その他　理由：

（最大７点） □ その他　理由：

評点計＝ 点 詳細評価内容：

※２．該当する数と重みを勘案して評価する。１項目1点を目安とするが、項目により１、２，３点で評価し、最大7点の加点評価とする。

※３．上記の考査項目の他に評価に値する企業の工夫があれば、その他に具体の内容を記載して加点する。なお、工事主任の上司が評価する「工事特性」との二重評価は行わない。

※４．入札時の総合評価の提案に係る項目は評価しない。

※５．レ点を付した評価対象項目については、評価内容及び効果があった内容を詳細評価内容欄に記載する。

※６．施工合理化技術（プレハブ化、ユニット化、自動化施工（ICT施工、ロボット活用等）、BIM、ASP等を活用 したもので施工の合理化に資するものに限る。）を採用した場合。

（該当技術数：   ）ＮＥＴＩＳ登録技術のうち事後評価実施済み技術（「有用とされる技術」を除く）を活用し、活用の効果が一定程度確認できた。（１点）

※複数の技術の評価にあたっては、活用した技術数に応じ複数の評価項目を選択することを可能とするが、最大３点の加点とする。複数の技術が同一の評価項目に該当した場合、該当技術数に対し各項目の加点点数を掛け合わせたもの
を評価の点数とするが、この場合も最大３点の加点とする。

※１．特に評価すべき創意工夫事例を加点評価する。

※７．考査項目「創意工夫」の「■準備片付け関係」から「■安全衛生関係」までの４つの細別ごとに、施工合理化技術を活用して効果があった場合に、その他の理由に具体の内容を記載して加点する。さらに、当該技術がNETIS登録技術である場合は、「■その他」 <新技
術活用>の項目に追加で加点できるものとする。

以下の項目の評価にあたっては、活用効果調査表の提出が不要な場合を除き、発注者及び受注者の双方による全ての活用効果調査表、新技術活用計画書、実施報告書等を確認した上で評価する。ただし、加点対象は受注者側から新技術
活用を提案した場合のみとし、発注者が指定し活用した場合は加点措置を行わないものとする。

（該当技術数：   ）ＮＥＴＩＳ登録技術のうち、事後評価未実施技術または事後評価で「有用とされる技術」と評価された技術を活用し、活用の効果が相当程度確認できた。（３点）
（該当技術数：   ）ＮＥＴＩＳ登録技術のうち、事後評価未実施技術または事後評価で「有用とされる技術」と評価された技術を活用し、活用の効果が一定程度確認できた。（２点）
（該当技術数：   ）ＮＥＴＩＳ登録技術のうち、事後評価未実施技術または事後評価で「有用とされる技術」と評価された技術を活用し、活用の効果が従来技術と同程度である。（１点）
（該当技術数：   ）ＮＥＴＩＳ登録技術のうち事後評価実施済み技術（「有用とされる技術」を除く）を活用し、活用の効果が相当程度確認できた。（２点）

■その他

■施工管理関係

■安全衛生関係

■品質関係

■準備・後片付け
　関係

様式2－⑥a（建電機・建築解体） 考査項目別運用表（公共建築工事）
R4.4.1改訂様式

（建築、電気、機械、建築解体　工事主任用）

考査項目・細別 評　　価　　対　　象　　項　　目
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